
 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月定例月議会 

令和７年１２月１５日 

予算常任委員会（産業建設分科会） 

 資 料 
 

 

関連議案 案件名 所管局・課 ページ 

議案第 101 号 令和７年度長浜市一般会計補正予算（第６号） 都市計画課 ２ 

議案第 101 号 令和７年度長浜市一般会計補正予算（第６号） 住宅課 ７ 

議案第 101 号 令和７年度長浜市一般会計補正予算（第６号） 
下水道事業局 

下水道総務課 
９ 

議案第 105 号 
令和７年度長浜市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第 1 号） 

下水道事業局 

下水道総務課 
１０ 

議案第 107 号 
令和７年度長浜市公共下水道事業会計補正予

算（第 1 号） 

下水道事業局 

下水道総務課 
１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市建設部 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（産業建設分科会） 

関係案件 議案第 101 号 

所管局・課 都市計画課 

 

８款４項４目 公園管理費 

                                単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

都市公園等管理事業費 62,146 2,600 64,746 

 

補正財源 経費 

一般財源              2,600 工事請負費            2,600 

 

補正理由 

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、基準値

を超過する PCB を含有する電子機器等については、令和 9 年 3 月 31 日までに処分する

必要があります。 

今回、豊公園で使用中の変圧器について低濃度 PCB の含有が確認されたため、期限内

に当該変圧器の更新を行うべく、必要となる費用を増額補正するものです。 

 

補正内容 

 工事請負費 

  豊公園新公園動力変圧器更新工事  2,600 千円 
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対象機器位置図

◆豊公園新公園動力変圧器

（低濃度PCB含有変圧器）

設置場所

※新公園キュービクル内

新公園キュービクル（北側から撮影）

新公園キュービクル（南側から撮影）

※本件の更新対象変圧器は上記の配電盤内

で現在使用中（噴水のポンプ用）

豊公園新公園動力変圧器

絶縁油中のPCB（ポリ塩化ビフェニル）

分析結果 8.8mg/kg

【参考】

高濃度PCB廃棄物 5,000mg/kg超

低濃度PCB廃棄物 0.5mg/kg超

5,000mg/kg以下

噴水
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所管委員会 
予算常任委員会 

（産業建設分科会） 

関係案件 議案第 101 号 

所管局・課 都市計画課 

 

 

 都市公園等管理事業費にかかる繰越明許費の設定について 

単位：千円 

款 項 事業名 翌年度繰越額 

土木費 都市計画費 都市公園等管理事業費 2,600 

 

 

繰越の理由 

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、基準値

を超過する PCB を含有する電子機器等については、令和 9 年 3 月 31 日までに処分する

必要があります。 

豊公園で使用中の低濃度 PCB を含む変圧器１基についても、この処分を前提に更新を

行う必要がありますが、需要逼迫により更新機器の納品に相当の期間を要することから

繰越明許費を設定するものです。 

 

 

都市公園等管理事業費 

  豊公園新公園動力変圧器更新工事  2,600 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（産業建設分科会） 

関係案件 議案第 101 号 

所管局・課 都市計画課 

 

 

海道・あぢかまの宿関連施設指定管理料にかかる債務負担行為の設定について 

単位：千円 

事項 期間 限度額 

海道・あぢかまの宿関連施設指定管理料 
令和８年度から 

令和１０年度まで 
18,120 

 

補正理由 

  指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、令和８年４月からの指定管理者候補を選

定したため、令和８年度以降の指定管理料について債務負担行為の補正予算を計上する

ものです。 

 

 

補正内容 

  〇指定期間 令和８年度から令和１０年度まで（３年間） 

  〇限度額  18,120 千円 

【内訳】 令和８年度 6,040 千円 

令和９年度 6,040 千円 

令和１０年度 6,040 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（産業建設分科会） 

関係案件 議案第 101 号 

所管局・課 都市計画課 

 

 

永原駅コミュニティハウス関連施設指定管理料にかかる債務負担行為の設定について 

単位：千円 

事項 期間 限度額 

永原駅コミュニティハウス関連施設指定管理料 
令和８年度から 

令和１０年度まで 
21,036 

 

補正理由 

  指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、令和８年４月からの指定管理者候補を選

定したため、令和８年度以降の指定管理料について債務負担行為の補正予算を計上する

ものです。 

 

 

補正内容 

  〇指定期間 令和８年度から令和１０年度まで（３年間） 

  〇限度額  21,036 千円 

【内訳】 令和８年度 7,012 千円 

令和９年度 7,012 千円 

令和１０年度 7,012 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（産業建設分科会） 

関係案件 議案第 101 号 

所管局・課 住宅課 

 

８款５項２目 住環境対策費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

住宅建築改修等支援事業費 82 60,000 60,082 

 

補正財源 経費 

総務費県補助金 

 北の近江振興プロジェクト 

推進補助金          10,000 

まち・ひと・しごと創生総合 

戦略推進基金繰入金       50,000 

負担金、補助及び交付金     60,000 

 

 

 

 

 

補正理由 

  令和７年当初予算において債務負担行為を設定しているながはま次世代住宅新築リフ

ォーム支援事業補助金について、補助金の交付決定者に対する補助金の支払いに要する

所要額を補正するものです。 

 

補正内容 

  ながはま次世代住宅新築リフォーム支援事業補助金 

   令和７年度中交付決定見込額 60,000 千円 

 

補助金の概要 

  子育て世帯及び若者夫婦世帯による住宅の新築やリフォームを支援し、本市への移

住・定住を促進するとともに、若者人口の転出超過の改善を図るため、新築住宅の取得

や中古住宅・実家等のリフォームに係る経費の一部に対し補助金を交付する。 

 

 〈補助金額〉 

  最大 50 万円 

基本額 20 万円 

加算最大 30 万円 

（子育て世帯、市外からの転入世帯、多子世帯、建替え、空き家活用に対し、各要件 

を満たすごとに 10 万円加算） 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（産業建設分科会） 

関係案件 議案第 101 号 

所管局・課 住宅課 

 

住宅建築改修等支援事業費にかかる繰越明許費の設定について 

 

単位：千円 

款 項 事業名 翌年度繰越額 

土木費 住宅費 住宅建築改修等支援事業費 37,300 

 

繰越の理由 

  ながはま次世代住宅新築リフォーム支援事業補助金について、補助事業である住宅の

新築やリフォーム工事が天候や物流等の影響で遅延し、令和７年度内に補助事業の実績

報告を行うことができない補助対象者が生じる可能性があるため、影響が見込まれる補

助対象者分について繰越明許費を設定するものです。 

 

 

繰越の内容 

令和８年１月１日以降の事業完了予定者の補助金額について繰越明許費を設定する。 

繰越明許費設定額 37,300 千円（繰越） 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（産業建設分科会） 

関係案件 議案第 101 号 

所管局・課 下水道事業局 下水道総務課 

 

６款１項５目 農地費 

単位：千円 

事業名 補正前 補正額 補正後 

農業集落排水事業特別会計繰出金 776,417 1,932 778,349 

 

補正財源 経費 

一般財源            1,932 繰出金              1,932 

 

補正理由 

議案第 105 号長浜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に伴い、一般会計

からの繰出金について補正するものです。 

 

 

補正内容 

  農業集落排水事業特別会計繰出金 

消費税及び地方消費税の増額による歳出予算増に伴う増額 1,932 千円 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（産業建設分科会） 

関係案件 議案第 105 号 

所管局・課 下水道事業局 下水道総務課 

 

長浜市農業集落排水事業特別会計 

補正理由 

農業集落排水事業費 

令和６年度決算の確定に伴い、令和７年度消費税及び地方消費税の予定納税額が確定 

したことから、当初予定額との差額を増額補正するものです。 

 

歳入                                単位：千円 

款 補正前 補正額 補正後 

使用料及び手数料 168,097 0 168,097 

財産収入 230 0 230 

繰入金 776,417 1,932 778,349 

繰越金 100 0 100 

諸収入 4,656 0 4,656 

市債 309,500 0 309,500 

計 1,259,000 1,932 1,260,932 

 

歳出                                単位：千円 

款 補正前 補正額 補正後 

総務費 30,291 0 30,291 

農業集落排水事業費 812,338 1,932 814,270 

公債費 412,371 0 412,371 

予備費 4,000 0 4,000 

計 1,259,000 1,932 1,260,932 
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所管委員会 
予算常任委員会 

（産業建設分科会） 

関係案件 議案第 107 号 

所管局・課 下水道事業局 下水道総務課 

 

長浜市公共下水道事業会計 

 

補正理由 

収益的収入及び支出（３条予算） 

(1) 収益的支出 

支払利息及び企業債取扱費について、利率見直しに起因する利息の増額への対応と、

令和６年度に新規に借入れを行った企業債について想定していた借入額、借入利率と、

実際の借入額、借入利率に差が生じたことにより、１年間当たりの利息額が増額にな

ったことから、増額補正するものです。 

 

収益的収入及び支出の補正 

支出                                単位：千円 

款・項・目 補正前 補正額 補正後 

下水道事業費用 3,844,678 8,977 3,853,655 

 営業外費用 316,426 8,977 325,403 

  支払利息及び企業債取扱費 286,568 8,977 295,545 

 

資本的収入及び支出（４条予算） 

(1) 資本的収入 

企業債について、令和６年度決算の確定に伴う資本費平準化債の再算定に基づき、

当初予算額との差額を増額補正するものです。 

(2) 資本的支出 

償還金について、利率見直しに起因する企業債元金の減額に対応するため、減額補

正するものです。 

 

資本的収入及び支出の補正 

収入                                単位：千円 

款・項・目 補正前 補正額 補正後 

資本的収入 3,371,478 3,800 3,375,278 

 企業債 2,453,500 3,800 2,457,300 

  企業債 2,453,500 3,800 2,457,300 
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支出 

款・項・目 補正前 補正額 補正後 

資本的支出 4,832,504 △1,425 4,831,079 

 償還金 2,938,394 △1,425 2,936,969 

  償還金 2,938,394 △1,425 2,936,969 
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